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決算期（事業年度の末日）変更及び定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2024年７月 31日開催予定の臨時株主総会で定款

の一部変更に係る議案が決議されることを条件として、決算期（事業年度の末日）の変更を

行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

Ⅰ．決算期（事業年度の末日）の変更 

 

１．決算期（事業年度の末日）の変更 

当社の事業年度は、毎年１月１日から 12 月 31 日までとしておりますが、当社が営む電

気工事業においては、事業の特性上、毎年 10 月から 12 月に売上高や営業利益が偏重する

傾向があります。事業の特性上の収益構造に合わせた予算統制を採用することで、経営及び

事業運営を効率的に実施するとともに、業績等の経営成績の開示を向上させることを目的

とし、当社の事業年度を毎年９月１日から翌年８月 31 日までに変更するものであります。 

 

２．変更の内容 

現 在：毎年 12月 31日 

変更後：毎年 ８月 31日 

（注）決算期変更の経過期間となる第９期事業年度は、2024年１月１日から 2024年８

月 31日までの８か月決算となります。 

 

３．今後の見通し 

決算期変更の経過期間となる第９期事業年度（2024 年１月１日から 2024 年８月 31 日ま

で）の業績予想につきましては、現在精査中であり、確定次第お知らせいたします。 
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Ⅱ．定款の一部変更 

 

１．変更の理由 

上記Ⅰ記載のとおり決算期（事業年度の末日）の変更を行うべく、現行定款に所要の変更

を行うとともに、経過措置として新たに附則を設けるものであります。 

 

２．変更の内容 

変更の内容は、以下のとおりです。 

（下線部は変更箇所） 

現      行 変   更   案 

 

第 １ 条～第 １２ 条 （省略） 

 

（定時株主総会の基準日） 

第 １３ 条 当会社の定時株主総会の議決権の

基準日は、毎年 12月 31 日とする。 

 

第 １４ 条～第 ３２ 条 （省略） 

 

（事業年度） 

第 ３３ 条 当会社の事業年度は、毎年１月１日

から 12月 31 日までの１年とする。 

 

 

（剰余金の配当の基準日） 

第 ３４ 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年

12 月 31 日とする。 

    ② 前項のほか、基準日を定めて剰余金

の配当をすることができる。 

 

（中間配当） 

第 ３５ 条 当会社は、取締役会の決議によっ

て、毎年６月 30 日を基準日として中

間配当をすることができる。 

 

第 ３６ 条 （省略） 

 

（新設） 

 

 

第 １ 条～第 １２ 条 （現行どおり） 

 

（定時株主総会の基準日） 

第 １３ 条 当会社の定時株主総会の議決権の

基準日は、毎年８月 31 日とする。 

 

第 １４ 条～第 ３２ 条 （現行どおり） 

 

（事業年度） 

第 ３３ 条 当会社の事業年度は、毎年９月１日

から翌年８月 31 日までの１年とす

る。 

 

（剰余金の配当の基準日） 

第 ３４ 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年

８月 31 日とする。 

    ② 前項のほか、基準日を定めて剰余金

の配当をすることができる。 

 

（中間配当） 

第 ３５ 条 当会社は、取締役会の決議によっ

て、毎年２月末日を基準日として中間

配当をすることができる。 

 

第 ３６ 条 （現行どおり） 

 

（附則） 

第 １ 条  第 33 条（事業年度）の規定にかか

わらず、第９期事業年度は、2024 年

１月１日から 2024 年８月 31 日まで

の８か月とする。 

 

第 ２ 条  本附則は、第９期事業年度に関する

定時株主総会終結の時をもってこれ

を削除する。 

 

 

３．日程 

定款変更のための株主総会開催日：2024年７月 31日 

定款変更の効力発生日    ：2024年７月 31日 

 

以上   


